
（住友銀行）

第 157 期中(平成 12年 9 月 30 日現在)中間貸借対照表
                                                                                                          (単位：百万円)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

 ( 負 債 の 部 )
 預 金
 譲 渡 性 預 金
 コ ー ル マ ネ ー
 売 現 先 勘 定
 売 渡 手 形
 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー
 特 定 取 引 負 債
 借 用 金
 外 国 為 替
 社 債
 転 換 社 債
 そ の 他 負 債
 退 職 給 付 引 当 金
 債 権 売 却 損 失 引 当 金
 特 別 法 上 の 引 当 金
 再評価に係る繰延税金負債
 支 払 承 諾

28,474,042
4,997,463
4,136,985
3,062,512
293,687
123,000
551,896
2,356,842
108,460
683,500
101,106
4,033,899
48,292
65,421

8
104,756
2,831,782

 負 債 の 部 合 計 51,973,658

（ 資 本 の 部 ）
 資 本 金
 法 定 準 備 金
 再 評 価 差 額 金
 剰 余 金
　 任 意 積 立 金
　 中 間 未 処 分 利 益
　     中 間 利 益

752,848
748,699
170,555
250,595
165,535
85,059
48,361

（ 資 産 の 部 )
 現 金 預 け 金
 コ ー ル ロ ー ン
 買 現 先 勘 定
 買 入 金 銭 債 権
 特 定 取 引 資 産
 金 銭 の 信 託
 有 価 証 券
 貸 出 金
 外 国 為 替
 そ の 他 資 産
 動 産 不 動 産
 繰 延 税 金 資 産
 支 払 承 諾 見 返
 貸 倒 引 当 金

3,570,390
78,980
60,662
79,803

1,496,939
61,275

11,328,126
31,790,839
416,230
1,984,127
587,071
568,969
2,831,782
△958,841

 資 本 の 部 合 計 1,922,699

 資 産 の 部 合 計 53,896,358  負 債 及 び 資 本 の 部 合 計 53,896,358

  

    　
引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。

　 3. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については
移動平均法による原価法、その他有価証券については移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。

   4．金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は上記２．及び３．と同じ方法により行っております。
   5．デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
　 6. 動産不動産の減価償却は、それぞれ次の方法により年間見積額を期間により按分し計上しております。
　　　　 建　物　定額法を採用し、税法基準の償却率による。
　　　　 動　産　定率法を採用し、税法基準の償却率による。
　　　　 その他　税法の定める方法による。
   7．自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。
　 8. 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。また、社債発行差金については資産として計上し、社債の償還期間にわたり均

等償却を行っております。
　 9. 外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　10. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務

者（以下、「実質破綻先」という）の債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債
務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した
貸倒実績率等に基づき計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特
定海外債権引当勘定（租税特別措置法第 55 条の２の海外投資等損失準備金を含む）として計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店部と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立した与信監査部が査定結
果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 763,343 百万円であります。


